
沖縄振興の基盤の整備のための特別措置
第８章 第105条～第110条

●目的・概要

沖縄においては、道路、河川、港湾、空港、土地改良、林業施設、漁港、義務教育施設、医

療施設をはじめとした社会資本整備を行う場合は、全国的にみて最も手厚い負担・補助を国

から受けることができるようになっています。また、各種の災害復旧事業においても同様の

措置がとられています。

これらの措置は、国の負担・補助の特例を設けることにより基盤整備面から沖縄振興計画に

基づく事業の推進を図るためのものです。

国の負担・補助の割合の主な特例
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また、事業の重要性等に配慮して、沖縄の振興のために特に必要と認められた道路、河川、

港湾については、本来自治体が行うべき整備・管理等をその申請に基づき国が代行する制度

や、沖縄において公共施設の円滑な整備を図るため、国の保有する土地、施設などの国有財

産について、県内自治体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡又は貸付けを行うこ

とができる制度も用意されています。

国による整備等の代行・費用の負担
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さらに、県内自治体が沖縄振興計画に基づいて行う事業については、その財政状況が許す限

り起債できるよう、国は特別の配慮をすることとされています。

国有財産の譲渡
地方債への配慮

国 沖縄

・ 財政状況が許す限り起債ができるよう配慮
・ 低利の資金で引き受けるよう配慮
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